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４月１日付けの定期人事異動で農林水産部長を拝命いたしました。

はじめに、新型コロナウィルスの感染者が確認されてから現在に至るまで、多くの方がお亡
くなりになり、また、多くの方が感染症に罹患して苦しんでおられます。お亡くなりになりま
した方々に追悼の意を表しますとともに罹患された皆様が一刻も早く回復されますようお祈り
申し上げます。

さて、京都府土地改良事業団体連合会並びに会員の皆様には、平素から京都府政の推進、と
りわけ農業農村整備事業の推進について大変お世話になっております。

京都府では、地域農業における集落営農の組織化や法人化など、経営強化の取組を推進して
まいりましたが、そのほとんどが単一から数集落の組織であり、なかなか生産面積の拡大が進
まないため、経営規模や販売額が小さく、ますます若い担い手の確保が難しくなることが懸念
されています。

このため、より広域的な営農体制を構築し、スマート化などによる超低コスト生産と高収益
作物生産に取り組み、所得を確保することにより、持続的な農業が展開できる「メガ団地」を
形成することが必要と考え、令和３年度の新規事業として「集落連携100ha農場づくり事業」
を創設したところでございます。このような取組を進めるには、農業を営むうえで必要だった
草刈りや水路点検、農道補修などの管理部分を分離し、生産への特化を図ることでより広域化
と収益性のメリットを得ることが重要となってまいります。

こうしたことから、府内の農振農用地の６割を超える農地において552組織で取り組まれて
おります「農と環境を守る地域協働活動」（日本型直接支払制度）による農業者の皆さま方の
取り組み、特に、集落単位の取組から旧村などの繋がりをもった複数組織の広域化への取り組
みが、土地改良施設の維持管理だけでなく、持続的な農業展開に大きく関わり、重要な役割を
発揮いただけるものと期待をしております。

また、農村地域の防災減災においても、令和３年３月に「京都府防災重点農業用ため池に係
る防災工事等推進計画」を新たに策定し、府内の1 496箇所の農業用ため池のうち612箇所の
防災重点農業用ため池といわれる地域の防災対策上重要な農業用ため池の劣化状況や地震・豪
雨に対しての耐性評価調査を積極的に実施し、その結果に応じた防災工事等を進め、安心安全
の確保に努めてまいる所存でございます。

今後とも、京都府土地改良事業団体連合会をはじめ会員の皆様、関係者の皆様のご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。

京都府農林水産部長 安　原　健　史

就任のごあいさつ就任のごあいさつ
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京都府土地改良事業団体連合会第64回通常総会

藤原会長挨拶 奥田議長（城陽市長）

会場の様子 土地改良事業功労者表彰

京都府土地改良事業団体連合会第64回通常総会を、令和３年３月13日（土）京都市上京区「ホ
テルルビノ京都堀川」において開催いたしました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、定款において定められている書面による議決
又は代理人による選任を活用することについて、会員の皆様のご理解とご協力をいただき例年と比
べて少人数での開催となりました。
また、京都府知事様、近畿農政局長様をはじめ、ご来賓の皆様には、大事をとって、ご案内を見

合わせていただきました。

冒頭、藤原会長から新型コロナウイルス感染防止の観点から少人数開催への協力と本会の運営に
関する感謝の辞を述べ、提出議案の慎重審議についてお願いする旨の挨拶の後、永年土地改良事業
の推進に功績のあった方々への土地改良事業功労者表彰を行い、続いて、全国土地改良事業団体連
合会会長二階俊博様、都道府県土地改良事業団体連合会会長会議顧問進藤金日子様、宮崎雅夫様か
らのメッセージを披露しました。
その後議事に入り、奥田敏晴城陽市長が議長に選任され、提出した議案はすべて原案のとおり承

認されました。なお、役員の補充選任では塚原奈良彦巨椋池土地改良区理事長、中山泰京丹後市長
の２名が理事に選任されました。
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【議事】
第１号議案　京都府土地改良事業団体連合会規約の変更について
第２号議案　令和元年度事業報告の承認について　　
第３号議案　令和元年度収入支出決算及び財産目録の承認について
第４号議案　令和２年度収入支出補正予算について
第５号議案　役員の補充選任について
第６号議案　令和３年度事業計画について
第７号議案　令和３年度収入支出予算について
第８号議案　令和３年度賦課金の賦課基準並びに徴収について
第９号議案　令和３年度一時借入金について
第 号議案　令和３年度預金取扱銀行について
第 号議案　令和３年度役員報酬について

理　事　　塚　原　奈良彦　　巨椋池土地改良区理事長
理　事　　中　山　　　泰　　京丹後市長

新役員の紹介

土地改良事業功労者

坂　元　純　雄　　京都市洛南土地改良区事務局長
池　垣　明　彦　　巨椋池土地改良区事務局長
壽　昌　謙　介　　綴喜西部土地改良区技術課長
樺　井　岩　夫　　大住土地改良区総括監事
橋　本　　　曻　　大住土地改良区監事
井　辻　忠　一　　普賢寺土地改良区総括監事
　田　和　雄　　丹波町土地改良区理事

西　村　昭　雄　　綾部市西原土地改良区理事長
大　島　保　正　　福知山市堀井口堰土地改良区理事
谷　口　重　則　　舞鶴市加佐土地改良区理事長

（敬称略　役職は令和３年３月現在）
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全国水土里ネット第63回通常総会

高貝副会長のあいさつ

全国土地改良事業団体連合会（全国水土里ネット）第63回通常総会が、令和３年３月25日（木）
午後１時から東京都千代田区の全国都市会館で開催されました。
今回の総会は、新型コロナウイルスの影響により昨年と同じく縮小した形で行われました。

　はじめに、二階会長のあ
いさつを髙貝副会長が代読
され、「令和３年度予算は、
補正予算と当初予算で合わ
せて6 300億円を確保する
ことができた。防災・減災
の国土強靱化対策もさらに
５年間延長された。全国の
皆様の熱意ある要望活動の
結果である。心からお礼申
し上げる。」と述べられま
した。
　議事は、大分県土連の
義経会長を議長に進められ、
各議案が承認可決されまし
た。

役員補欠選任では、新理事に水土里ネット栃木会長の佐藤勉氏、水土里ネット宮崎会長の丸目賢一氏
が選任されました。
また、次の７項目が全会一致で決議されました。

〔決議された７項目〕
・令和４年度当初予算について、現場のニーズに応えられる予算を確保
・大規模災害からの早急な復旧・復興、再度災害防止のための措置
・農地の大区画化・汎用化と水田の畑地化の推進
・老朽化した農業水利施設の長寿命化及び豪雨・耐震化対策等の推進、ため池２法に
基づく技術的・財政的支援

・複式簿記の導入など土地改良区の運営基盤強化に対する支援
・流域治水の推進に当たり、農業水利施設管理者に過度な負担が生じないよう配慮
・新型コロナウィルス感染症が再拡大するリスクに備えて、農業水利施設のセーフ
ティーネットを構築



土地改良長期計画の策定について
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叙勲受章者の紹介

瑞宝双光章（地方自治功労）

（元）京都府南山城・山城土地改良事務所長（H２.６～H４.４）
（元）巨椋池土地改良区技術長・事務局長（H４.６～H８.３）

次井　治一　氏
つぐ い じ いち

令和３年２月１日付けで、土地改良関係者が叙勲を受章されました。

令和３年３月23日、土地改良法に基づき「土地改良長期計画」が閣議決定されました。
土地改良長期計画は、土地改良事業の計画的な実施に資するため、５年を１期として土地改良事

業の実施の目標及び事業量を定めるものです。新たな計画は、令和３年度から令和７年度の５年間
を対象年度としています。
新たな計画では、計画的かつ効果的に事業を進めていくため、以下の３つの政策課題にそれぞれ

政策目標を掲げ、取り組むこととしています。

○政策課題１：生産基盤の強化による農業の成長産業化
【政策目標１】担い手への農地の集積・集約化、スマート農業の推進による生産コスト削減

を通じた農業競争力の強化
【政策目標２】高収益作物への転換、産地形成を通じた産地収益力の強化
○政策課題２：多様な人が住み続けられる農村の振興
【政策目標３】所得と雇用機会の確保、農村に人が住み続けるための条件
　　　　　　　　整備、農村を支える新たな動きや活力の創出
○政策課題３：農業・農村の強靭化
【政策目標４】頻発化・激甚化する災害に対応した排水施設整備・ため池対策や流域治水の

取組等による農業・農村の強靭化
【政策目標５】ＩＣＴなどの新技術を活用した農業水利施設の戦略的保全管理と柔軟な水管

理の推進

その概要を次ページに示します。
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各課の取組

8

地域推進員の活動 啓発用のぼり 啓発用マグネット

巡回指導の様子

1　会員支援事業
土地改良事業を一層推進するため、国・府の補助事業等を補完するとともに、会員の課題にき

め細かく支援するため、会員支援事業を実施しています。令和２年度は、64地区、事業費19 514
千円、支援額27 158千円を実施いたしました。
会員の皆様には、事業制度をご理解いただき本事業を有効に活用いただくようお願いします。

2　日本型直接支払
日本型直接支払（多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接

支払交付金）を一層推進するため、京都府農地・水・環境保全向上対策協議会の事務局を担い活
動を行っています。

3　複式簿記会計巡回指導とフォローアップ
土地改良区において、令和４事業年度から決算関係書類とし

て、貸借対照表の作成及び公表が義務付けられたことにより、
国の補助事業を活用し、複式簿記会計の導入が円滑に行われる
よう巡回指導を実施しています。
また、巡回指導実施済みの土地改良区を対象にフォローアッ

プを実施しますので、ご希望があれば、ご連絡をお願いします。

総務支援課からのお知らせ

＜実施事例＞

緊急整備
突発的な事故対応の緊急整備

土地改良区事務システム化
ＰＣの導入

小規模土地改良施設整備
井戸ポンプの揚水管の取替
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災害査定立ち会い

換地選定作業

業務課では本年度、以下の内容で会員への支援を実施します。

1　設計等支援
（１）調査・測量・設計業務

・ほ場整備事業、水路、頭首工等農業水利施設
改修事業に必要な採択申請資料等の事業計画
書作成、工事費用の算出も含めた実施設計書
の作成。

・工事の施工管理、測量、地質調査の実施。
・災害復旧の測量、査定設計書作成、復旧工事
の発注に必要な設計及び工事費積算書の作成。

（２）防災減災対策への取組
　　頭首工、排水機場等の農業用水利施設の更
新に必要な施設診断、機能保全計画作成、実
施計画策定を実施しています。

（３）京都水土里情報導入整備
本会が開発した土地改良施設の管理システムの構築を支援します。
当システムは、土地改良区の施設管理に係る、資産把握・資産評価資料の位置図として活

用が期待できます。
毎年、利用者の操作性や利便性を改善するため改良を重ねてきました。昨年度には、イン

ターネットを使用しない環境でも航空写真等を基図として使用出来るように改良しました。

2　換地等支援
（１）換地業務の受託

ほ場整備事業の事業採択前に行う基礎調査か
ら工事完了後の換地計画書作成、換地処分登記
申請まで、一貫した支援を行います。

（２）土地改良換地士による支援
換地等に対する質問及び相談について迅速に

対応します。
（３）その他の相談対応

土地改良区の土地原簿に係る調査・整理など
も相談に応じます。

（４）土地改良区体制強化事業（受益農地管理強化対策）の実施
・新たな地区の換地選定に係る指導
・換地処分未完了等の解消に関する助言指導
・換地技術者や地元換地委員等を対象に、土地改良関係法令や換地等に関する研修会の実施

（５）換地処分等促進対策事業の実施
・遅延地区に対する濃密指導
・土地改良事業に対する啓発普及活動
・土地改良事業実施までの調査計画に対する地元指導
・土地改良事業実施団体に対する運営指導

業務課からのお知らせ



3　土地改良施設の長寿命化支援
（１）土地改良施設の診断・管理指導

・府内の農業水利施設（頭首工、樋門、揚排水機、ため池、水路等）を対象に、施設診断・管
理指導を実施しています。

　診断・管理指導の結果は施設の適切な維持管理のための参考資料として活用いただいてい
ます。

（２）土地改良施設維持管理適正化事業
・団体営規模以上の土地改良事業で造成された農業水利施設を対象に、計画的な整備補修の
ための資金を造成し、この資金を利用し定期的に整備補修を行い、機能低下の防止や回復、
保持を図る国庫補助事業を実施しています。

（３）土地改良施設機能保全計画策定
施設の長寿命化を図るため農業水利施設、農道橋及び農業集落排水施設の点検・診断を行

い施設の保全計画（個別施設計画）策定業務にも取り組んでいます。

4　土地改良全般の相談窓口
土地改良区等で生じている土地改良事業等に関する様々な課題の解決につながるよう、「毎月

第３水曜日を定期相談日」と定め相談にお応えしています。なお、開設日如何に拘わらず、いつ
でも相談に応じます。
＜相談内容の事例＞
（１）土地改良事業に関する苦情、紛争に関すること　　　（５）農業水利に関すること
（２）土地改良事業計画の作成、工事実施に関すること　　（６）土地改良法に関すること
（３）事業主体の組織運営に関すること　　　　　　　　　（７）換地処分に関すること
（４）土地改良施設の管理に関すること　　　　　　　　　（８）その他
また、土地改良施設の管理等に関する苦情・紛争等の対策として、　　　　　　　　　　して

いますので、法律に関する案件がありましたらご相談ください。
顧問弁護士を配置

10

啓発普及資料 地元説明会

整備前 整備後



ため池サポート課では新たな体制で、ため池に関する業務の全般を担当し、会員への支援を実施
します。

1　調査業務等支援
（１）調査・測量・設計業務

ため池の改修事業に必要な採択申請資料及び事業計画書の作成、工事費用の算出も含めた
実施設計書の作成。

（２）防災減災対策
特に近年では、防災減災対策に係る要望が多くなっており、ため池に係る以下の業務を支

援します。
また、令和３年度は新たに施行された、ため池特措法に基づくため池の劣化状況評価業務

に取り組みます。
①　ため池安心安全マップ作成　　　④　ため池耐震診断・検討
②　ため池改修設計　　　　　　　　⑤　ため池点検（フォローアップ点検）
③　ため池緊急放流能力調査

2　京都府農業用ため池管理保全サポート協議会の運営
京都府、市町村と連携してため池の適切な管理及び保全に資するため、ため池の管理者等への

現地での指導や研修事業を実施します。

ため池サポート課からのお知らせ
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土地改良区等紹介

ため池の護岸改修にかかる地盤調査

ため池の生き物調査

農道の草刈作業

当土地改良区は、京都市西南部の洛西地域と呼ばれる所に位置し、１級河川善峯川、普通河川が
５河川あります。また、水量が少ないため、揚水ポンプ13機を擁し、農業用ため池30箇所により用
水、補給水を確保しており、これらの施設を管理しています。

◆地域農業の振興
京都市近郊の農産品の供給地として、京筍、京野菜、水稲及び酒米の生産が行われています。
近年は、農業就労者の高齢化により、不作付地が増加しているため、それを解消するために、新

規就農者の受け入れを積極的に行い、農業生産の拡大に努めています。

◆施設の維持管理
ほ場整備が完了してから22年が経過し、各水利施設や農道の

老朽化が進んでおり、ほ場整備地区及び未整備地区の土地改良施
設の維持管理を農家支部、関係水利組合の協力のもと、京都府や
京都市の支援を受けながら改修等を行っています。

◆土地改良区の運営
当土地改良区は、多面的機能支払交付金事業の活動組織である

大原野「水土里リフレッシュ」と平成27年に広域協定を締結し
ました。
水路の泥上げ、農道の草刈り及び土地改良施設の改修等の維持

管理活動に取り組み、積極的に活動組織との連携を図っています。  
また、ため池の生き物調査やヒマワリの植栽などの農村環境を

保全する活動にも取り組んでおり、地域内だけでなく、都市部か
らも多くの方々にご参加いただいています。　　　
近年の農業従事者の高齢化、土地持ち非農家の増加、土地改良

施設の老朽化など、土地改良区が抱える課題が山積しており、土
地改良区の事業運営に及ぼす影響が懸念されていますが、農業生
産基盤である農地の保全や土地改良施設の維持管理を各種関係団
体のご支援及びご協力をいただきながら地域農業の振興に努めて
いきます。

大原野土地改良区 関係市：京都市 地区面積：223ha 組合員数：687人
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京都・乙訓ブロック 中丹ブロック

山城ブロック

南丹ブロック

丹後ブロック

会議の様子

令和３年４月20日から27日にわたり、市町村および土地改良区等の会員役職員延べ128名の出
席のもと府内５ブロック（京都乙訓、山城、南丹、中丹、丹後）において地域別会議を開催しまし
た。会議では、本年度の本会の組織や事務分担などの事務局体制、各課の取り組みについて説明を
行いました。 
昨年はコロナ感染症の拡大もあり、開催中止としましたが、本年度は、コロナ感染症の対策をと

り開催したところ、多くの会員の皆様に参加をいただき、本会の各事業等への取組を理解いただき
ました。

地域別会議

令和３年５月20日（木）、ホテルルビノ京都堀川において、京
都府土地改良事業団体連合会第１回支部事務担当者会議を開催し
ました。
伊藤常務理事による開会挨拶に続いて、令和３年度の本会事務

局体制、賦課金に関する事務手続き及び会員支援事業、水土里相
談等、令和３年度に取り組む事業について説明を行いました。
本年度も、支部の担当者のご協力をいただき、行事及び事業を

実施しますので、会員の皆様のご理解ご協力をお願いします。
また、質疑応答、意見交換の後、京都府南丹広域振興局地域づくり振興課黒川課長補佐から地下

水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の概要説明とそれに係る実験可能ジオラマ「フォアスさん」につ
いて情報提供が行われました。

令和３年度第１回支部事務担当者会議
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研修会（北部会場）の様子 実際にドローンを飛行させている様子

「第12回農と水と環境を守る子ども絵画コンクール」
　募集チラシ

14

ドローンとリモコン草刈機に関する研修会ドローンとリモコン草刈機に関する研修会

京都府農地・水・環境保全向上対策協議会

農と水と環境を良好に保全する地域ぐるみの活動
の取組の大切さについて、子どもたちに気づいても
らうとともに、本コンクールの広報活動を通じて、
広く府民への周知を図ることを目的に、「農と水と
環境を守る子ども絵画コンクール」を実施していま
す。
今年度も活動組織を通じて、府内の子ども達へ募

集しています。

令和３年１月25日（月）に綾部市ものづくり交流館（綾部市）、１月26日（火）にホテルルビノ
京都堀川（京都市）にて、ドローンを活用した施設点検等の省力化やリモコン草刈機による草刈作
業の省力化を目的に、ドローンと草刈機に関する研修会（対面及びリモート研修）を開催しました。
研修会では、一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会の上原副代表理事より、「ドローン
を活用した様々な維持管理について」と題して、活用事例やドローンを操縦するにあたり必要とな
る基礎知識について講演していただきました。
併せて、草刈作業の省力化のために、活用が期待されるリモコン草刈機を映像により紹介しました。

第12回農と水と環境を守る子ども絵画コンクール第12回農と水と環境を守る子ども絵画コンクール



現地指導（相談）状況

令和２年度は、ため池管理保全に関する現地指導（相談）を19組織51箇所のため池で行いました。
令和３年度は、現地指導（相談）に加え、ため池劣化状況評価が市町村において、円滑に推進さ
れるよう、ため池の管理保全に係る調査を積極的に支援します。
これらの取組の推進のため、新たに２名の地域指導員を配置し、５名体制とし、ため池管理者の

要請に応えていきます。

地域指導員
　本田　明日公　氏　（丹後ブロック担当）
　増馬　孝之　　氏　（丹後ブロック担当）
　蘆田　徹二　　氏　（中丹ブロック担当）
　土肥　昌弘　　氏　（南丹ブロック担当）
　元村　昌美　　氏　（山城ブロック担当）

京都府農業用ため池管理保全サポート協議会
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女性活躍を推進する取組

非補助農業基盤整備資金

土地改良区は、土地改良施設の管理や整備を通じて農業農村を支え、多面的機能を守る公的な団
体として、その役割を果たしています。その土地改良区では、女性職員が事務を担っているところ
も多く、女性の活躍が土地改良区の運営に大きく寄与しています。
令和３年３月に閣議決定された新たな「土地改良長期計画」において、「第５次男女共同参画基

本計画」に基づき、国、府、土地改良事業団体連合会が連携して、土地改良区等における女性理事
の登用等の取組を促進することとされています。
本会では、女性理事の登用促進に限らず、土地改良区の女性役職員同士のネットワーク化など、

女性活躍に向けた環境作りのお手伝いをしていきたいと考えておりますので、会員の皆様のご理解
ご協力をいただきますようお願いします。

非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国からの補助を受けないで、かんがい排水やほ場整
備、施設の補修・更新などの事業に取組み、農業生産基盤の保全管理・整備の推進を図る場合、日
本政策金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対し長期・低利で融資する資金です。
なお、農業集落排水など農村生活環境の整備や国の補助対象ではない府又は市町村単独による補
助事業についても、融資の対象となります。

■対象となる事業種類
　かんがい排水、畑地かんがい、ほ場整備、暗渠排水、客土、農道、索道（軌道等運搬施設を含
む。）、畦畔整備、農地造成、防災、農地保全、維持管理、農業集落排水（宅地内配管、トイレ、
浴室、洗面所の改修等）、土地改良区事務所、事務機器、車両、調査費など。

■融資条件
ご利用いただける方：土地改良区、土地改良区連合等
償　還　期　限：最長25年（据置期間10年以内）
融　資　限　度　額：地元負担金（最低限度額50万円）
金　　　　　　　利：0.30％（令和３年６月18日現在）

融資のご相談・お問い合わせ
農協、信連、各市町村役場、府広域振興局、
京都府土地改良事業団体連合会、
日本政策金融公庫京都支店
　農林水産事業融資課（075 211 2147）
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令和3年度 京都府土地改良事業団体連合会 組織機構図

担　　当　　者　　一　　覧　　表

①

②

③

④

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

会員支援等 受託業務

野々村
赤松
供田
越智
垣村
山田
伊庭
橋本
宮脇
松本
坂口
加藤

計
設
・
査
調

　

他
の
そ
地
換

伊庭

橋本

伊庭

橋本

赤松
越智
山田

加藤

赤松
越智
山田

加藤

若杉

石原

加藤

坂口

松本

加藤

若杉

垣村

宮脇

西尾
國場

橋本

加藤

若杉

橋本

越智

坂口

正 副 正 副補助事業等

TEL 075（451）9633･4137会　　　　　長
藤原　秀夫

副　　会　　長
中村　安良
田中　英夫

常  務  理  事
伊藤　利夫

局　　　　長
西尾　吉生

次長・
藤原　真登

次長・
野々村　良彦

次長・
國場　一郎

指 　 導 　 監
石原　　勝

ため池サポート課長
事 務 取 扱

次長・
　藤原　真登

担当課長（会計指導員）
　若杉　　潤

技　　師
　宮脇　　駿
技　　師
　松本　万由子

事　務　局

総　務　支　援　課

TEL 075（441）7755

次長・
　野々村　良彦

担当課長（会計指導員）
　赤松　義隆

担当課長（ため池サポート課兼務）
　供田　守弘

業　　　務　　　課 課長補佐（会計指導員）
　越智　直幸
主　　査
　山田　　隆
技　　師
　伊庭　将也
技　　師
　橋本　将規
技　　師
　加藤　隆丈TEL075（451）4137

ため池サポート課 担当係長
　垣村　辰男
技　　師
　坂口　有佳

土地改良区体制強化事業
（受益農地管理強化）
土地改良区体制強化事業
（施設・財務管理強化）

換地処分等促進対策事業

土地改良施設維持管理
適正化事業

会員支援事業（総括・技術）

ため池管理保全サポート協議会

土地改良運営強化推進事業
（水土里相談）

京都水土里情報

工事費積算システム

農地・水・環境保全協議会

再生可能エネルギー推進協議会

複式簿記導入支援事業

総務支援課長
事 務 取 扱

総務支援課長
事 務 取 扱

業 務 課 長
事 務 取 扱

次長・
　國場　一郎

ため池サポート課長
事 務 取 扱

担当課長（業務課兼務）
　供田　守弘

業 務 課 長
事 務 取 扱
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令和４年４月採用 水土里ネット京都（京都府土地改良事業団体連合会）

職 員 募 集

協定

職種 農業土木又は土木系技術職員
人数 若干名
受付期間 令和３年１０月 ４日(月)

～１０月１８日(月)
試験日 令和３年１１月 ７日(日)
合格発表 令和３年１１月２６日(金)

【問い合わせ】
京都府土地改良事業団体連合会
〒602-8054 
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町
１０４番地の２京都府庁西別館３Ｆ
TEL:075-451-9633

職員写真

事務所

現地での施設点検

会員への研修会の実施 京都府庁西別館内

職場訪問大歓迎です

この事務所から京都
府内の農業農村整備
を支援しています

京都府

袖志

希望と活力に満ちた京都の農業農村を次の世代へ

ドローン活用についての研修会の実施

袖志（日本の棚田百選）
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